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介護保険法の一部改正のポイントまとめ  

正式名称：地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を 

     改正する法律 

 

●地域ケアシステムの深化・推進  

１．自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組みの推進  

（介護保険法） 

・全市町村が保険者機能を発揮し、自立支援、重度化防止に向けて取り組む仕組みの制度

化 

・国から提供されたデータを分析の上、介護保険事業（支援）計画を策定。計画に介護予

防・重度化防止等の取組内容と目標を記載 

・都道府県による市町村に対する支援事業の創設 

・財政的インセンティブの付与の規定の整備 

 

２．医療・介護の連携等の推進（介護保険法、医療法）  

① 日常的な医学管理や看取り、ターミナル等の機能と、生活支援を兼ね備えた、新たな介護

保険施設（介護医療院）を創設 

② 医療、介護の連携等に関し、都道府県による市町村に対する必要な情報の提供その他の支

援の規定を整備 

 

３．地域共生社会の実現に向けた取組の推進等（社会福祉法、介護保険法、障害

者総合支援法、児童福祉法）  

・市町村による地域住民と行政等との協働による包括的支援体制づくり、福祉分野の共通

事項を記載した地域福祉計画の策定の努力義務化 

・高齢者と障害児者が同一事務所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉

制度に新たな共生型サービスを位置づける。 
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